
ＰＦＩ事業に係る実施方針の策定の見通し（令和６年度） 
 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  
国⽴⼤学法⼈⻑崎⼤学  

 
⺠間資⾦等の活⽤による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１５条第１項の規定により、公表するもの

である。 
 

特定事業の名称 期間 概要 公共施設等の⽴地 実施方針を策定する時期 
⻑崎⼤学（坂本１）総合研
究棟（医⻭薬学系）整備運
営等事業 

契約日から約１８年間（施
設整備約３年間、維持管
理・運営期間約１５年間 

総合研究棟（医⻭薬学系）
の設計・建設・維持管理・
運営等 

⻑崎県⻑崎市坂本１丁目
１２番４号（⻑崎⼤学坂本
１団地構内） 

第２四半期 

 


